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令和８年御嵩町議会 第１回定例会 

 

施 政 方 針 

 

                               令和８年３月３日   

 

 本日は、令和８年御嵩町議会第１回定例会を招集させていただきましたところ、ご参集を

賜り誠にありがとうございます。 

 令和８年度当初予算をはじめ、数多くの重要な案件につきましてご審議を賜ります。どう

ぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 令和８年度の施政方針を述べるにあたり、まずは昨今の情勢について触れたいと思います。 

 令和８年３月現在、国内外の経済環境は依然として変動が大きい状況にあります。特に、

物価高騰の影響は多くの家庭に重くのしかかっており、ガソリン価格の低下など、一定の負

担軽減が見られるものの、食品や生活必需品の価格は依然として高止まりしております。 

 このような経済状況が続く中で、本町でも国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

を活用した各種事業を実施しておりますが、引き続き、町民生活への影響を注視しながら、

暮らしを支える取組みをより多角的に進めていけるよう努めてまいります。 

 また、気候変動による自然災害のリスクが年々増加し、昨年も、全国各地で自然災害が多

く発生いたしました。本町もその影響を受ける可能性があり、防災・減災対策の強化は急務

であります。 

 昨年は、各種災害協定を締結するとともに、マルモビや組立式給水タンクなどの備品導入

を積極的に行いました。町民の皆さまの安全を守るためには、災害時に迅速に対応できる体

制の構築が必要不可欠であります。そのため、引き続き各種施策を展開するとともに、町民

一人ひとりが防災意識を高め、災害時に備えた行動ができるよう、啓発活動を中心とした取

組みを推進してまいります。 

 そして、少子高齢化が進む中で、地域社会の活力を維持するためには、若い世代の定住促

進とともに、子育て支援策や高齢者福祉の充実が重要な課題となります。若者が安心して生

活でき、子育てしやすい環境を整備するとともに、高齢者が地域で支え合いながら自立した

生活を営むための施策が求められております。 

 また、誰もが暮らしやすい町を作り上げていくためには、町民一人ひとりの協力と連携が

必要不可欠であります。地域の特性を生かしながら、持続可能で安全・安心なまちづくりを

進めていくため、今後も町民の皆さまと共創の取組みを広げてまいります。 

 

 それでは、町政をめぐる諸課題についての所見や報告とともに、令和８年度の施政方針に

ついてご説明申し上げます。 

 

 まずはじめに、御嵩町第六次総合計画について申し上げます。 

 本町では、昭和 50年に町政運営の礎となる「御嵩町総合計画」を策定して以来、未来を見

据えたまちづくりに真摯に取り組んでまいりました。令和８年度からは、人口規模が縮小時

代にあっても町民の皆さまが誇りをもって暮らすことができる持続可能なまちを目指すため、

行政計画の最上位計画として中長期的な基本構想・基本計画を定める『御嵩町第六次総合計

画』を始動させます。  



2 

 

 この計画におきましては、町制施行 70周年で掲げた「継往開来」という言葉にも通ずる姿

勢として、今の本町を創り上げてきたふるさとの恵み、歴史・文化、風土を継承し、新たな

未来を切り拓くという意味を込めて「永く継ぐ、嵩く積む」というスローガンをまちの将来

像に掲げ、町政を推し進めていくこととしております。また、「第３期みたけ創生!!総合戦略」

や「SDGs推進計画」を内包しており、地方創生に向けた実行性の高いまちづくり、持続可能

なまちの実現を目指してまいります。 

 

 続きまして、名鉄広見線（新可児駅～御嵩駅間）の存廃問題について申し上げます。 

 当該線区につきましては、令和５年度からは国土交通省・岐阜県・名古屋鉄道株式会社・

沿線の御嵩町・可児市・八百津町による勉強会を開催し、今後の当該線区のあり方について

議論を重ねてまいりました。 

 そして、令和７年８月には、沿線３市町として「みなし上下分離方式による鉄道存続」の

方針を掲げ、令和９年４月からの移行を目指して、私自身も直接沿線市町や名鉄と相対しな

がら協議を進めてまいりました。 

 しかしながら、人件費や物価の高騰に伴う維持管理費や設備投資費の増加などにより、当

初に自治体が負担すると想定しておりました試算額を大幅に上回る見込みであることなど、

協議は非常に厳しい状況となっております。 

 そのような中、現在、沿線自治体としての当該線区の費用負担に関する考えや、鉄道を基

軸としたまちづくりにつきまして、名鉄に示しているところであります。 

 目標としておりました令和９年４月からの移行を見据え、必要な手続きや準備を進めてい

くことを念頭に置きますと、協議もいよいよ大詰めとなります。 

 本件につきましては、地域にとって影響が大きい問題であることから、今後進展がありま

したらご報告させていただきます。 

 

 リニア中央新幹線事業における発生土置き場計画の協議状況について申し上げます。 

 瑞浪市大湫町における水位低下発生を受け、令和６年５月より本町における発生土置き場

協議を一時中断しておりましたが、この１月に当該事案に関する JR東海からの報告書が提出

されたことから、協議を再開することといたしました。一方で、瑞浪市大湫町における水位

低下事案に関しましては、現在も県環境影響評価審査会などで審議がされておりますので、

引き続き動向を注視してまいります。 

 発生土置き場協議に関しましては、従来からお伝えしておりますとおり、発生土置き場計

画審議会の答申を踏まえた本町の主な協議方針、①要対策土の現計画による恒久処分は認め

ない、②盛土の安全性のチェック監視体制の構築、③JR東海と協議・協力しながら環境保全

対策を進める、に沿って引き続き粘り強く協議に臨んでまいります。 

 

 新庁舎等整備事業について申し上げます。 

 昨年 12月の第４回定例会におきまして、大和リース株式会社を代表企業とするグループ企

業体との本契約締結に係る議決をいただき、本契約を締結いたしました。現在は、DBO事業の

うち、基本設計業務を進めている段階でございます。法令手続きの申請許可が下りた後に、

建設予定地の用地購入、基盤造成事業を進めてまいります。  
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 また、12月には、第２回目となる町民ワークショップを開催し、町民ロビーやエントラン

ス、防災広場などの利活用について熱心にご議論いただき、賑わいの創出や憩いの空間に関

する具体的なイメージの共有を図ることができました。頂戴いたしましたご意見やアイデア

につきましては、現在進めております基本設計、さらには実施設計の中で検討を進めてまい

りますとともに、ご参加いただきました皆さまには改めて御礼を申し上げます。 

 そして、仮設庁舎事業につきましては、来庁者や職員の安全を確保するため、仮設庁舎や

北庁舎などへの庁舎機能移転を進めております。この３月から、まちづくり課、学校教育課、

生涯学習課の３課につきましては、先行してそれぞれ中山道みたけ館、防災コミュニティセ

ンターへ移転いたしました。町民の皆さまには庁舎機能の分散により大変ご不便をお掛けい

たしますが、何卒ご理解をいただきますようお願い申し上げます。 

 

 亜炭鉱廃坑対策「旧鉱物対策事業」について申し上げます。 

 地下の亜炭層や亜炭鉱跡の空洞の有無を確認する「地盤ぜい弱性調査」は、一部の計画地

では既にボーリング作業を終えており、１月 27日に開催いたしました第三者委員会におきま

して、工事実施の必要性やその範囲について判定を受け、現在、防災工事の設計に取り組ん

でいるところでございます。 

 調査が完了していない計画地につきましても、現在順調に作業を進めており、遅くとも５

月中には第三者委員会の判定を受ける予定でございます。 

 現在施工中の「防災工事」につきましては、第前４期（伏見・比衣地区）では、充填孔の

削孔が完了し、現在は充填を開始しており、対象区域の皆さまのご協力もあり順調に作業を

進めております。第前５期（顔戸地区）につきましては、２月 27日に完成し、また一つ地域

の皆さまの安全、安心が向上したところでございます。 

 本事業につきましては、いずれの計画地につきましても概ね計画通りに進捗しており、今

後も着実に事業を進めてまいります。 

 

 交流人口・関係人口の拡大について申し上げます。 

 令和８年度は、３つのテーマによりまちづくりを進めてまいります。 

 １つ目は、「知恵を絞り、実現に向けて一歩踏み出すこと」であります。具体的な取組みと

して、これまで複業人材活用事業として進めてまいりました本町の魅力・アイデンティティ

ーをさらに明確化するため、「関係人口・郷土愛醸成推進事業」として展開してまいります。

本町ならではの価値や強みを言葉として整理し、ブランドロゴ・キャッチコピーなどを作成

し、町の認知、興味喚起、訪問意欲を高めていくための各種施策に使用していくとともに、

町民の皆さまの誇りや結束力の醸成を進めてまいります。 

 次に、２つ目は、「共に考え、ともに進むこと」であります。具体的な取組みとして、都市

部の中学生を本町に招き、滞在してもらう中で、地域の大人との交流、体験などを通じて、

将来を考えるきっかけを提供する「みたけ未来ファミリー滞在学習事業」を実施してまいり

ます。参加する都市部の中学生にとっては、魅力ある大人や生き方に触れる学びの場であり、

町民の皆さまにとっては、人と人との関係を育てていく取組みとして、共に前へと進んでい

くための事業として実施してまいります。  
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 そして、３つ目は、「過去の良きものを継承しながら新たな時代を切り拓き、町の未来を築

くこと」であります。具体的な取組みとして、願興寺本堂修理事業の完成を見据えた「宿場

町リスタート事業」に着手してまいります。御嶽宿内の空き家などを活用したワークショッ

プの開催、中山道や願興寺を語る人材を育成するガイド養成講座、願興寺の利活用を想定し

たワークショップの開催、そして、電動アシスト自転車を活用した中山道の回遊実証実験な

どを予定しております。 

 これらの取組みを、町民の皆さまと共に知恵を出し合い、推進していくことで、周辺地域

が動き始めているという実感を町内外に広げ、御嶽宿全体、さらには町全体の賑わい創出に

繋げてまいります。 

 そして、地域に愛着を持って関わる関係人口の増加と、観光などで訪れる交流人口の増加

を目指しながら、本町の未来を描いていけるよう丁寧に取り組んでまいります。 

 

 御嵩町環境フェア及び森と木と水の環境教育事業について申し上げます。 

 先月 22日に開催いたしました「御嵩町環境フェア」におきましては、多くの皆さまにご来

場いただき、大盛況のうちに終えることができました。議員各位をはじめ、関係者の皆さま

のご協力に厚く御礼を申し上げます。 

 当日は、環境をテーマにした体験ブースや、各種団体・企業の取組みに関する展示を通じ、

子どもから高齢者までが熱心に交流する姿が見られました。この環境フェアは、町民一人ひ

とりが環境問題を「自分事」として捉え、本町の豊かな自然を次世代へ繋ぐ意識を高める貴

重な機会になっていることを改めて実感いたしました。 

 今後もこうした啓発活動を継続していくことや環境教育事業を充実させていく必要がある

と考えております。そのひとつとして、本町の「豊かな山林資源」を次世代へ引き継ぐため

の独自の木育モデル「みたけ木育アプローチ」を推進してまいります。 

 本事業の大きな目的は、町面積の約６割を占める森林を、単なる風景としてではなく、町

民一人ひとりが愛着と誇りを持つ「シビックプライド」へと昇華させることにあります。 

 これまで実施してきました植物・野鳥観察会やグリーンウッドワーク講座などに加え、令

和８年度からは、新たに講師を地域へ派遣する「出張型講座」を開始いたします。保育施設

や地域のサロン、環境団体のもとへ直接出向くことで、世代を問わず、ライフステージに応

じた木との触れ合いを町全体に波及させていく考えでございます。 

 また、この講座は、町民の皆さまの声を直接伺う「対話の場」としても活用いたします。

一時的な体験に留まることなく、双方向のコミュニケーションを通じて資源の価値を再認識

していただき、将来的には活動を支える「みたけ木育サポーター」の育成へと繋げてまいり

ます。 

 「木を使い、山を学び、人を育てる」。この循環を「みたけモデル」として確立し、誰もが

この町に住んで良かったと実感できる、誇りあるまちづくりを力強く進めてまいります。 

 

 伏見小学校大規模改造事業について申し上げます。 

 昨年 12 月 23 日に本校舎の引き渡しを受け、その後の引っ越しを経て、本年１月７日の始

業式からは、装いも新たになった教室で、希望に満ちた３学期をスタートさせております。  
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 工事は最終段階に入っており、これまで学びを支えてくれた仮設校舎の解体が無事完了い

たしました。現在は、遊具の設置やグラウンド整備を進めており、整備期間中においてはグ

ラウンドの使用に制限が生じ、ご不便をおかけしておりますが、引き続き、安全第一で作業

を進めてまいります。 

 すべての工事を３月 25日の卒業式までに完了させ、整った環境のもと、卒業生が輝かしい

未来へと進む門出を祝福したいと考えております。 

 

 学校給食費の改定について申し上げます。 

 昨今の記録的な物価高騰は、学校給食の現場にも深刻な影響を及ぼしております。特に令

和８年度におきましては、主食であるお米の価格が前年度の２倍に達する見込みとなるなど、

子供たちに質の高い、安全で安心な給食を提供し続けるためには、学校給食費の値上げは避

けて通れない状況にございます。 

 しかしながら、本町独自の負担軽減策を大胆に推進することに加え、国や県の補助金を最

大限活用することにより、中学校に関しては１食あたりの増額幅を 30円に抑え、小学校に関

しては実質負担額０円、すなわち完全無償化を実現してまいります。 

 困難な社会情勢の中にあっても、本町は子育て支援の手を緩めないという強い意志を持っ

て教育環境の充実を前進させるとともに、給食を「生きた教材」として食育をさらに進展さ

せてまいります。 

 

 放課後児童クラブについて申し上げます。 

 本町の放課後児童クラブは、平日は児童の下校時から、土曜日や夏季・冬季などの休業日

は午前７時 30分から、いずれも午後６時までを開設時間とし、利用料は月額５千円の通年利

用として運営してまいりました。 

 しかしながら、就労形態の多様化などにより、保護者の方から時間延長や夏休み期間のみ

の利用を求める切実な声が、従前より寄せられているところでございます。 

 こうした要望に真摯に応え、利便性をより一層向上させ、子育てと就労の両立を支援する

ため、開設時間の延長、利用区分の新設、これらに合わせて利用料金の設定について見直し

を図ることといたしました。 

 本町の子育て環境を多様なニーズに即した運用により充実したものへと作り替えるととも

に、持続可能な運営を進めてまいります。 

 

 重要文化財願興寺本堂修理事業について申し上げます。 

 本年度の重要文化財願興寺本堂修理事業は、屋根工事を中心に進めており、昨年 12 月に

は、ガルバリウム鋼板による屋根の葺き替えが完了いたしました。また、これと併せて、建

具工事として、欄間（らんま）の作成や板戸（いたど）の補修なども進めております。 

 さらに、本堂修理事業と並行して、本堂の防災施設工事も実施しております。この工事で

は、火災発生に備えた警報設備や消火設備の更新に加え、防犯設備の新設などを行い、防災

体制の強化を図っているところでございます。 

 そして、願興寺の建立以来初となる全解体による本堂修理事業の状況を後世に残すため、

「重要文化財願興寺本堂修理工事記録誌」の作成も進めているところでございます。歴史的・

文化的に価値の高い願興寺を将来にわたり伝えていくため、今後も有識者の助言をいただき

ながら丁寧に取り組んでまいります。  
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 令和８年度は、本年度に引き続き、願興寺本堂を覆う素屋根の解体工事とともに、基礎工

事や建具工事などを進める予定でございます。昨年度と同様、本町の貴重な財産である願興

寺を町民の皆さまをはじめ、多くの方々に知っていただくため、見学会の開催も計画してお

ります。 

 本町における文化財修理としては、これまでに例のない事業であるため、今後も慎重に事

業を進め、令和８年度中の完了を目指してまいります。 

 

 誰もが地域で安心して暮らし続けることができる「支えあいのまちづくり」について申し

上げます。 

 全国的に孤立やひきこもり、8050問題など、福祉の単一の分野では解決が困難な課題が増

加しており、本町においてもこれらの課題解決のための体制づくりが求められているところ

でございます。 

 これまでも、複雑な課題を抱える方の相談に応じるため、地域包括支援センター、基幹相

談支援センター、こども家庭センターを集約し、相談窓口の一本化を図ってまいりましたが、

これをさらに押し進め、複雑化・複合化する福祉課題に寄り添い、制度の狭間に取り残され

ることのないよう、重層的支援体制整備事業を実施いたします。 

 この事業では、既存の相談支援の枠組みを強化し、「断らない相談支援」を徹底いたします。

属性を問わず、まるごと受け止める体制を構築するとともに、本人や家族が地域との繋がり

を再構築できるような支援を一体的に推進してまいります。「困ったときは御嵩町に相談すれ

ば、必ず誰かが手を差し伸べてくれる」という安心感を、町民の皆さまに実感していただけ

る体制を整えてまいります。 

 また、少子化対策と子育て支援の充実も、最優先課題の一つであります。令和８年度から

は、保護者の就労状況に関わらず、子どもを預けることができる「乳児等通園支援事業（こ

ども誰でも通園制度）」を開始いたします。このことにより、今まで保育園などを利用してい

ない３歳未満の子どもにつきましても、保育園などの空き状況に応じて、１月あたり 10時間

まで時間単位で子どもを預けることができるようになりますので、多くの方に本事業を活用

していただきたいと思います。 

 

 国民健康保険事業について申し上げます。 

 国民健康保険制度は、平成 30年度から広域化され、都道府県が財政運営の中心的な役割を

担っております。都道府県が運営方針を策定し、市町村は運営方針に基づいて国民健康保険

事業の運営に当たっておりますが、加入者数の減少や高齢化、医療の高度化による医療費の

上昇傾向により、財政状況は大変厳しい状況となっております。 

 こうした状況の中、本町では、平成 24年度以来、国民健康保険税率の改正を行っておりま

せんでしたが、国民健康保険事業の健全な運営を維持するとともに、岐阜県の運営方針に基

づいて県内の保険料水準の統一を進めていく必要があることから、加入世帯の負担が過度と

ならないよう配慮しながら、令和８年度から税率の改正をいたします。 

 また、令和６年の子ども・子育て支援法等の一部改正に伴い、子育て支援の拡充のため、

全世代・全経済主体が令和８年度から医療保険の保険料と合わせて子ども・子育て支援金を

拠出することとされたことから、国民健康保険税に子ども・子育て支援金分が上乗せされる

こととなります。  
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 国民健康保険に加入している皆さまにはご負担をお掛けいたしますが、国民健康保険事業

の安定的な運営及び実効性のある少子化対策を支えるため、ご理解とご協力をお願いいたし

ます。 

 

 有害鳥獣捕獲事業について申し上げます。 

 全国では、クマによる人的被害、農作物被害が多数発生しております。町内でも「クマか

もしれない」といった目撃情報はございますが、今のところ、痕跡調査によりクマと断定す

るに至った事案はございません。 

 しかしながら、近隣の八百津町、瑞浪市、土岐市では、クマと断定された事案もあり、こ

れらの地域とは山林が接していることから、本町にもいつ出没してもおかしくない状況であ

ると認識しております。 

 クマが人の日常生活圏に出没した場合、安全確保措置を講じるなど、一定の条件を満たし

たときは、市町村長の判断により銃器を使用した捕獲などができる緊急銃猟制度がございま

す。令和８年度からは、外部の捕獲者に委託し、人への危険防止対策に努めてまいります。 

 また、イノシシなどへの対応は、有害鳥獣捕獲隊を編成し、活動をしていただいておりま

すが、その活動に関して隊員の負担も大きくなっていることから、報償費を増額しておりま

す。 

 令和８年度も、引き続きこの活動とともに、電気柵などの設置、狩猟免許取得費用、檻の

購入費用などに対する補助制度により、農地などへの被害防止、軽減に努めてまいります。 

 

 森林整備事業について申し上げます。 

 町有林につきましては、平成 24年度から森林経営信託事業により、受託者である可茂森林

組合において整備が進められております。現在は、令和４年度から令和 13年度までの第２期

事業期間となっておりますが、整備後の町有林は、森林の再生が進み、森林環境の維持に大

きな成果をあげております。 

 また、本町内には町有林だけでなく民有林もあり、民有林を整備することにより更なる環

境保全が図られるため、令和８年度は、この民有林も整備していくことを念頭に、意向調査

のための林地台帳の整備、ゾーニングマップを作成し、整備に向けた準備を進めてまいりま

す。 

 

 町民の生命、財産を守るインフラ整備について申し上げます。 

 近年、南海トラフ巨大地震をはじめとする大規模地震の発生が懸念されており、町民の皆

さまの生命・財産を守るため、道路や河川施設の長寿命化、建物の耐震化は、喫緊の課題と

なっております。これらのインフラは、災害発生時における避難経路の確保や救援物資の輸

送を支える重要な役割を担っており、その機能を維持することが被害軽減に直結します。 

 そのため、社会資本整備総合交付金などを活用し、道路橋梁などの既存施設の長寿命化を

図るとともに、地域の要望も考慮し、施設の維持工事を推進してまいります。 

 また、今年度に引き続き、大規模盛土造成地調査を実施し、災害リスクの把握と対策検討

を行うほか、町営住宅の耐震診断の実施、一般木造住宅の耐震診断事業も展開し、建物の耐

震性向上に努めてまいります。 

 これらの施策を通じて、町民の皆さまの生命と財産を守り、安全で安心できるまちづくり

の基盤を強化してまいります。  
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 上下水道事業について申し上げます。 

 近年、全国各地で多発している老朽管の破断による断水・道路陥没事故や大規模地震など

の自然災害を鑑みますと、老朽管更新そして耐震化は、安全、安心な水道水の供給に必要不

可欠であります。 

 このことを踏まえ、災害時における上之郷地区での重要給水施設に位置付けられた避難所

への水道水供給のため、引き続き、上之郷小学校までの管路の耐震化工事を進めてまいりま

す。さらに、老朽化した施設の更新を計画的に進め、事故防止に努めてまいります。 

 下水道事業では、未普及対策事業や、有収率向上を目的とした老朽管対策事業を進め、公

共下水道の整備促進を行うとともに、適正な維持管理を図ってまいります。 

 

 続きまして、令和８年度当初予算及び主な事業について申し上げます。 

 一般会計の当初予算額は 92億 9,600万円となり、特別会計、公営企業会計を合わせた総予

算額は、158億 1,110万円、前年度比 5.7％の増となりました。 

 

 一般会計の当初予算額は、前年度比７億 9,100 万円の増となりましたが、これは、令和７

年度予算に計上した伏見小学校大規模改造事業は終了したものの、本格化する新庁舎等整備

事業費が計上されたことなどによるものでございます。 

 

 それでは、一般会計予算の主なものについて、ご説明申し上げます。初めに歳入でありま

す。 

 歳入予算では、税制改正の結果を踏まえ、自動車の環境性能割やガソリン暫定税率の廃止

による減収を見込んだほか、それらの財源補てんとなる地方特例交付金を増額しております。 

 次に、国庫支出金は、令和７年度の補正予算で前倒し要望を行ったため、防災・安全交付

金は減額となっておりますが、新年度から実施する重層的支援体制整備事業交付金などを新

たに計上し、約８億 4,000万円を計上しております。 

 これらのほか、新庁舎等整備事業などへの充当により、繰入金は約９億 1,500 万円を、町

債は約９億 6,800万円を計上しております。 

 

 次に、歳出予算及び主な事業３点について申し上げます。 

 まず、子育て世帯支援対策についてであります。 

 先程も触れました放課後児童クラブの利用時間を延長するほか、こども誰でも通園制度の

事業を開始いたします。こうした子育て世帯全体を対象とした制度の充実のほか、子育て世

帯訪問支援事業による個別の支援も行うことにより、きめ細やかな支援体制を構築してまい

ります。 

 

 次に２点目は、安全・安心な暮らしと地域づくりについてであります。 

 能登半島地震での職員派遣を通じて、災害時の被災者支援においてデジタル技術の活用が

必要不可欠であることを痛感いたしました。災害時に速やかに罹災証明書を発行できる体制

を整えるとともに、被災情報を効果的に集約するため、被災者支援システムを導入いたしま

す。また、常日頃から消防防災活動の要である消防団員の皆さまの活動服も更新してまいり

ます。  
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 最後に３点目につきましては、行財政改革の取組みについてであります。 

 これまで行ってきた政策総点検によるコスト削減に加え、今後は、稼ぐ自治体を目指した

取組みを進めてまいります。民間企業の力を活用した町有地の効果的な収益化をはじめ、ネ

ーミングライツの活用や、町内事業者による新たなビジネス創出への支援に取り組むととも

に、民間企業のノウハウを活用したふるさと納税の更なる拡大を図るための予算を計上して

おります。 

 

 ただいまの３点のほか、関係人口の創出・地域の魅力向上、地域コミュニティ・地域経済

の活性化に関する施策など、併せて６つの重点施策に基づき関連する予算を計上しておりま

す。 

 

 最後に、令和７年度一般会計補正予算（第 15号）について、簡単に触れさせていただきま

す。 

 歳入面では、国税の増収などに伴う普通交付税の追加交付分として、約１億 5,200 万円を

増額したほか、事業費の確定に伴う補助金の補正や決算見込みに基づく各歳入の補正などを

行っております。 

 

 歳出面では、事業費の確定や決算見込みによる減額補正が中心となりました。一方で、増

額補正したものは、自立支援給付費の見込みによる増額のほか、国の補正予算に基づく戸籍

システムの改修費などを計上しております。 

 これらのほか、繰越明許費の補正では３件の追加と１件の廃止、債務負担行為の補正は１

件の追加、地方債の補正は２件の変更をしております。 

 以上の補正により、補正予算の総額は、歳入歳出ともに１億 7,489 万７千円の減額となり

ました。 

 

 以上、町政をめぐる諸課題についての所見や報告とともに、令和８年度当初予算及び主な

事業などについて概要をご説明申し上げました。 

 本定例会に付議する案件といたしましては、人事案件が３件、一般会計、特別会計、公営

企業会計の当初予算が６件、補正予算が４件、条例関係が 10件の合計 23件であります。 

 後ほど担当から詳細についてご説明を申し上げます。よろしくご審議のほどお願いいたし

ます。 


